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(57)【要約】
【課題】平面導波技術を利用した波長選択スイッチを提
供する。
【解決手段】本発明による波長選択スイッチは、Ｍ個の
波長チャンネルの光信号の入力を受けて各波長チャンネ
ル別に分離して光伝送線路に出力する第１波長分割多重
化器と、前記第１波長分割多重化器から前記Ｍ個の波長
チャンネル別に出力された光信号の経路をＮ個の出力ポ
ートのうち何れか一つの出力ポートに変更する前記Ｍ個
の光スイッチと、前記光スイッチの前記Ｎ個の出力ポー
トのうち一つずつ連結され、前記Ｎ個の入力された光信
号を結合して出力する（Ｍ＋Ｎ－１）個の光結合器と、
前記（Ｍ＋Ｎ－１）個の入力ポート及び前記Ｎ個の出力
ポートを有し、前記（Ｍ＋Ｎ－１）個の前記光結合器の
出力信号が各々前記入力ポートに連結され、前記入力さ
れた信号を多重化させて前記Ｎ個の出力ポートに出力す
る第２波長分割多重化器とを含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｍ（前記Ｍは、１より大きい整数）個の波長チャンネルの光信号の入力を受けて各波長
チャンネル別に分離して出力する第１波長分割多重化器と、
　前記第１波長分割多重化器から前記Ｍ個の波長チャンネル別に出力された光信号の経路
をＮ（前記Ｎは、１より大きく前記Ｍより小さいか等しい整数）個の出力ポートのうち何
れか一つの出力ポートに変更する前記Ｍ個の光スイッチと、
　前記光スイッチの前記Ｎ個の出力ポートに各々連結され、前記Ｎ個の入力された光信号
を結合して出力する（Ｍ＋Ｎ－１）個の光結合器と、
　前記（Ｍ＋Ｎ－１）個の入力ポート及び前記Ｎ個の出力ポートを有し、前記（Ｍ＋Ｎ－
１）個の前記光結合器の出力信号が各々前記入力ポートに連結され、前記入力された信号
を多重化させて前記Ｎ個の出力ポートに出力する第２波長分割多重化器と
を含むことを特徴とする波長選択スイッチ。
【請求項２】
　前記光スイッチのうちＩ（前記Ｉは、１より大きく前記Ｍより小さい整数）番目光スイ
ッチのＪ（前記Ｊは、１より大きく前記Ｎより小さい整数）番目出力ポートは、（Ｉ＋Ｊ
－１）番目光結合器の入力ポートのうち何れか一つと連結されることを特徴とする請求項
１に記載の波長選択スイッチ。
【請求項３】
　前記波長選択スイッチは、前記第１波長分割多重化器及び前記光スイッチの間に連結さ
れ、前記チャンネル別光信号パワーを調節する可変光減衰器或いは光増幅器をさらに含む
ことを特徴とする請求項１に記載の波長選択スイッチ。
【請求項４】
　前記第１及び第２波長分割多重化器は、配列導波路波長分割多重化器で具現されること
を特徴とする請求項１に記載の波長選択スイッチ。
【請求項５】
　前記第１及び第２波長分割多重化器は、反射型回折格子波長分割多重化器に具現される
ことを特徴とする請求項１に記載の波長選択スイッチ。
【請求項６】
　前記光スイッチには、各々入力ポート及び出力ポートが一つずつ追加され、
　追加された前記入力ポート及び前記出力ポートを利用して複数の波長選択スイッチが連
結されることによって前記Ｎ個よりも多い出力を提供されることを特徴とする請求項１に
記載の波長選択スイッチ。
【請求項７】
　前記波長選択スイッチは、一つの平面基板に単一集積光素子で具現されることを特徴と
する請求項１に記載の波長選択スイッチ。
【請求項８】
　前記波長選択スイッチに利用される光素子は、各々光ファイバーを利用して連結される
ことを特徴とする請求項１に記載の波長選択スイッチ。
【請求項９】
　Ｍ（前記Ｍは、１より大きい整数）個の波長チャンネルの光信号の入力を受けて各波長
チャンネル別に分離して出力する第１波長分割多重化器と、
　前記第１波長分割多重化器から前記Ｍ個の波長チャンネル別に出力された光信号の経路
をＮ（前記Ｎは、１より大きく前記Ｍより小さいか等しい整数）個の出力ポートのうち何
れか一つの出力ポートに変更する前記Ｍ個の光スイッチと、
　前記光スイッチと連結され、（Ｎ＊（Ｍ－１）＋（Ｎ－１）＊（Ｎ－１）＋１）個の入
力チャンネル及び前記Ｎ個の出力チャンネルを有し、前記入力チャンネルの間の波長間隔
は、前記光信号のチャンネル波長の１／Ｎであり、前記出力チャンネルの間の波長間隔は
、前記光信号のチャンネル波長の１／（Ｎ－１）である第２波長分割多重化器と
を含むことを特徴とする波長選択スイッチ。
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【請求項１０】
　前記光スイッチのうちＩ（前記Ｉは、１より大きく前記Ｍより小さい整数）番目光スイ
ッチのＪ（前記Ｊは、１より大きく前記Ｎより小さい整数）番目出力ポートは、前記第２
波長分割多重化器の（Ｎ＊（Ｉ－１）＋（Ｎ－１）＊（Ｊ－１）＋１）番目入力ポートに
連結されることを特徴とする波長選択スイッチ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の光波長各々の光信号を同時に伝送する波長分割多重化（ｗａｖｅｌｅ
ｎｇｔｈ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）光伝送システムで使用される
波長選択スイッチ（ＷＷＳ：Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｓｗｉｔｃｈ
）に関し、さらに具体的には、平面光導波路技術を利用して簡便な方法で構成することが
できる波長選択スイッチに関する。
【背景技術】
【０００２】
　波長選択スイッチは、一つの光線路を通って複数の波長を有する多数の光チャンネルが
伝送される波長分割多重化光通信システムにおいて、任意の波長に対応する任意の光チャ
ンネルを任意の入出力ポートに自由に入出力できるようにするスイッチである。本発明は
、特に１より大きい整数ＭとＭより小さいか等しい整数Ｎに対してＭ個の波長を伝送する
光線路と連結される入力ポートと、Ｎ個の出力ポートを有し前記光線路上の全ての波長に
対して前記Ｎ個の出力ポートのうち、任意の出力ポートに自由に出力できる１ｘＮ波長選
択スイッチに関する。特に、本発明は、平面光導波路集積技術を利用して信頼性の高い波
長選択スイッチの製作が可能な波長選択スイッチ構成方法を提供する。
【０００３】
　図１は、従来の平面導波路技術を利用した波長選択スイッチ１０の構造を示す図である
。図１を参照すると、波長選択スイッチ１０は、入力ポート１１、波長分割多重化器１２
、可変光減衰器１３、１ｘＮ光スイッチ１４、Ｎ個の波長分割多重化器１５、及び出力ポ
ート１６を含む。
【０００４】
　先ず、複数の波長に対応する複数チャンネルの光信号が入力ポート１１に入力される。
この時、入力された光信号は、波長分割多重化器１２で各波長別に分離して出力される。
前記波長別に分離した光信号は、光導波路を通って可変光減衰器１３に到達する。
【０００５】
　可変光減衰器１３は、各チャンネル別光信号を適切に調節して各チャンネル間の光パワ
ーのバランスを取る機能を行う。可変光減衰器１３で適切に光パワーが調節された光信号
は、続いて、１ｘＮ光スイッチ１４を通ってＮ個の出力ポートのうち一つに出力される。
１ｘＮ光スイッチ１４の各出力ポートは、各々Ｎ個の波長分割多重化器１５のうち一つに
連結されている。ここで整数Ｎは、波長選択スイッチ１０の出力ポートの数と同一である
。従って、光スイッチ１４から出力された光信号は、連結されたＮ個の波長分割多重化器
１５のうち一つを通って任意の出力ポートに出力される。従って、任意の波長に対してそ
の波長のチャンネルと連結された１ｘＮ光スイッチ１４で光路を調節すると、そのチャン
ネルの光信号を任意の出力ポートに出力できるようになる。前記波長選択スイッチ１０は
、前記光伝送方向に対して逆方向にも動作するように具現される。
【０００６】
　このように、前記従来技術を利用した平面導波路１ｘＮ波長選択スイッチ１０の場合、
光部品としては、（１＋Ｎ）個の波長分割多重化器１５とチャンネル数と同じ数の１ｘＮ
光スイッチ１４とが必須的に使用される。ここで、波長分割多重化器１５は、最も平面導
波路で具現し難い素子の一つである。特に、波長分割多重化器１５を具現するためには、
広い面積が必要であり、波長チューニングが難しく不良率が高いので高度の技術が要求さ
れる。従って、前記のように多数の波長分割多重化器１５を要する従来技術の平面導波路
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波長選択スイッチ１０の場合、製作が難しくて不良率が高く製品の生産性が低くなる短所
がある。上述の波長選択スイッチに対する説明は、特許文献１に「Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ
　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｗｉｔｃｈ、Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅｘｅｒ、Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｅｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｒ、Ａｎｄ　Ｗａｖｅｌｅｎｇ
ｔｈ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｍｏｄｕｌｅ」という題目
で記載されており、この出願のレファレンスとして含まれる。
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１４８０４２号公報
【非特許文献１】Jin Tae Kim, Choon-Gi Choi, and Hee-Kyung Sung, “Polymer Planar
-Lightwave-Circuit-Type Variable Optical Attenuator Fabricated by Hot Embossing 
Process,” ETRI Journal, Vol. 27, No. 1, Feb. 2005, pp. 122-125．
【非特許文献２】Jang-Uk Shin, Dug-June Kim, Sang-Ho Park, Young-Tak Han, Hee-Kyu
ng Sung, Jeha Kim, and Soo-Jin Park, “An Etch-Stop Technique Using Cr203 Thin F
ilm and Its Application to Silica PLC Platform Fabrication,” ETRI Journal, Vol.
 24, No. 5, Oct. 2002, pp. 398-400．
【非特許文献３】Oh-Kee Kwon, Eundeok Sim, Kang-Ho Kim, Jong-Hoi Kim, Ho-Gyeong Y
un, O Kyun Kwon, and Kwang Ryoug Oh, “Widely Tunable Grating Cavity Lasers,” E
TRI Journal, Vol. 28, No. 5, Oct. 2006, pp. 545-554．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、技術的に具現が難しく
コストが高い波長分割多重化器の所要量を最小化する簡単な形態の波長選択スイッチ構造
及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明による波長選択スイッチは、Ｍ個の波長チャンネルの光信号の入力を受けて各波
長チャンネル別に分離して光伝送線路に出力する第１波長分割多重化器と、前記第１波長
分割多重化器から前記Ｍ個の波長チャンネル別に出力された光信号の経路をＮ個の出力ポ
ートのうち何れか一つの出力ポートに変更する前記Ｍ個の光スイッチと、前記光スイッチ
の前記Ｎ個の出力ポートのうち一つずつ連結され、前記Ｎ個の入力された光信号を結合し
て出力する（Ｍ＋Ｎ－１）個の光結合器と、前記（Ｍ＋Ｎ－１）個の入力ポート及び前記
Ｎ個の出力ポートを有し、前記（Ｍ＋Ｎ－１）個の前記光結合器の出力信号が各々前記入
力ポートに連結され、前記入力された信号を多重化させて前記Ｎ個の出力ポートに出力す
る第２波長分割多重化器とを含む。
【００１０】
　実施の形態において、前記光スイッチのうちＩ（前記Ｉは、１より大きく前記Ｍより小
さい整数）番目光スイッチのＪ（前記Ｊは、１より大きく前記Ｎより小さい整数）番目出
力ポートは、（Ｉ＋Ｊ－１）番目光結合器の入力ポートのうち何れか一つと連結されるこ
とを特徴とする。
【００１１】
　実施の形態において、前記波長選択スイッチは、前記第１波長分割多重化器及び前記光
スイッチの間に連結され、前記チャンネル別光信号パワーを調節する可変光減衰器や或い
は光増幅器をさらに含む。
【００１２】
　実施の形態において、前記第１及び第２波長分割多重化器は、配列導波路波長分割多重
化器に具現されることを特徴とする。
【００１３】
　実施の形態において、前記第１及び第２波長分割多重化器は、反射型回折格子波長分割
多重化器に具現されることを特徴とする。
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【００１４】
　実施の形態において、前記光スイッチには、各々入力ポート及び出力ポートが一つずつ
追加され、追加された前記入力ポート及び前記出力ポートを利用して複数の波長選択スイ
ッチが連結されることによって前記Ｎ個よりさらに多い出力が提供されることを特徴とす
る。
【００１５】
　実施の形態において、前記波長選択スイッチは、一つの平面基板に単一集積光素子に具
現されることを特徴とする。
【００１６】
　実施の形態において、前記波長選択スイッチに利用される光素子は、各々光ファイバー
を利用して連結されることを特徴とする。
【００１７】
　本発明によるまた他の波長選択スイッチは、Ｍ個の波長チャンネルの光信号の入力を受
けて各波長チャンネル別に分離して出力する第１波長分割多重化器と、前記第１波長分割
多重化器から前記Ｍ個の波長チャンネル別に出力された光信号の経路をＮ個の出力ポート
のうち何れか一つの出力ポートに変更する前記Ｍ個の光スイッチと、前記光スイッチと連
結され、（Ｎ＊（Ｍ－１）＋（Ｎ－１）＊（Ｎ－１）＋１）個の入力チャンネル及び前記
Ｎ個の出力チャンネルを有し、前記入力チャンネルの間の波長間隔は、前記光信号のチャ
ンネル波長の１／Ｎであり、前記出力チャンネルの間の波長間隔は、前記光信号のチャン
ネル波長の１／（Ｎ－１）である第２波長分割多重化器とを含む。
【００１８】
　実施の形態において、前記光スイッチののうちＩ（前記Ｉは、１より大きく前記Ｍより
小さい整数）番目光スイッチのＪ（前記Ｊは、１より大きく前記Ｎより小さい整数）番目
出力ポートは、前記第２波長分割多重化器の（Ｎ＊（Ｉ－１）＋（Ｎ－１）＊（Ｊ－１）
＋１）番目入力ポートに連結されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　上述の通り、本発明は、平面光導波路技術を利用して二つの波長分割多重化器を使用し
て簡単に構成することができる波長選択スイッチを提示した。
【００２０】
　従って、本発明の波長選択スイッチを使用する場合、従来技術の波長選択スイッチに比
べて波長分割多重化器の数を大きく減少させることができる。これによって、波長選択ス
イッチの全体大きさを減少させることができ不良率が低く生産性が高い低価格の波長選択
スイッチを製造することができるようになる。
【００２１】
　尚、本発明の波長選択スイッチを使用する場合、追加的な損失の増加無しに複数の波長
選択スイッチをお互いに連結して波長選択スイッチの入出力ポート数を效果的に増加させ
ることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が本発明の技術的思想
を容易に行い得るように、本発明の実施の形態を添付図面に基づき詳細に説明する。
【００２３】
　本発明による平面導波路技術を利用した波長選択スイッチは、２個の波長分割多重化器
で具現される。これによって、本発明の波長選択スイッチは、スイッチング動作の信頼性
を高めるのみならず占有面積を減少させ、またコストも減少させることができるようにな
る。
【００２４】
　図２は、本発明による波長選択スイッチ１００に対する実施の形態を示す図である。図
２を参照すると、波長選択スイッチ１００は、第１波長分割多重化器１１０、スイッチア
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レイ１２０、光合波器１３１～１３Ｋ、第２波長分割多重化器１４０を含む。図２を参照
すると、光信号は下記のように行われる。
【００２５】
　先ず、Ｍ個の波長チャンネルの光信号は、波長分割多重化光伝送線路を通って第１波長
分割多重化器１１０の入力ポート１１１に入力される。第１波長分割多重化器１１０のＭ
個の出力ポートからは、波長分割多重化光伝送線路から入力された光信号が波長によって
各チャンネル別に分離して出力される。従って、第１波長分割多重化器１１０は、少なく
とも１個以上の入力ポート及び少なくとも波長分割多重化光線路のチャンネル数Ｍ個以上
の出力ポートを含む。
【００２６】
　第１波長分割多重化器１１０の各チャンネルから出力された光信号は、１ｘＮ光スイッ
チに入力される。各波長チャンネル別光信号の光パワーを調節するために、第１波長分割
多重化器１１０の各チャンネルの出力及びこれに連結される１ｘＮ光スイッチの間に各々
可変光減衰器（図示せず）が挿入されることができる。
【００２７】
　１ｘＮ光スイッチの総個数は、光線路の波長チャンネルの総数Ｍと等しく、全て同時に
アレイ形態にパッケージングしてスイッチアレイ１２０を構成する。すなわち、スイッチ
アレイ１２０には、Ｍ個の１ｘＮ光スイッチ１２１～１２Ｎが含まれる。ここで、ＮはＭ
と等しいか小さい整数である。
【００２８】
　１ｘＮ光スイッチのＮ個の出力各々は、Ｎチャンネル光結合器１３１、１３２、…、１
３Ｋの入力ポートののうち一つに入力される。この時、１ｘＮ光スイッチの出力と連結さ
れるＮチャンネル光結合器の総数は（Ｍ＋Ｎ－１）個である。各々の１ｘＮ光結合器１３
１、１３２、…、１３Ｋから結合された光信号は、（Ｍ＋Ｎ－１）個の入力ポート及びＮ
個の出力ポート１４１を有する第２波長分割多重化器１４０に入力される。
【００２９】
　下記では、本発明による１ｘＮ光スイッチとＮチャンネル光結合器との間の連結方法に
対して詳しく説明する。先ず、一番目チャンネルの１ｘＮ光スイッチ１２１の一番目出力
ポートは、一番目Ｎチャンネル光結合器１３１の入力ポートのうち何れか一つに連結され
る。一番目チャンネルの１ｘＮ光スイッチ１２１の二番目出力ポートは、二番目Ｎチャン
ネル光結合器１３２の入力ポートのうち何れか一つに連結される。一番目チャンネルの１
ｘＮ光スイッチ１２１の三番目出力ポートは、三番目Ｎチャンネル光結合器１３３の入力
ポートのうち何れか一つに連結される。前述のように、一番目チャンネルの１ｘＮ光スイ
ッチ１２１のＮ個の出力ポートは、一番目からＮ番目までのＮチャンネル光結合器１３１
～１３Ｎの入力ポートのうち何れか一つに各々連結される。
【００３０】
　二番目チャンネルの１ｘＮ光スイッチ１２２の場合も、一番目光スイッチ１２１と同じ
方法によって、光スイッチ１２２のＮ個の出力は、二番目から（Ｎ＋１）番目までのＮチ
ャンネル光結合器１３２～１３（Ｎ＋１）の入力ポートのうち何れか一つに入力される。
前述のように、Ｉ番目１ｘＮ光スイッチ１２ＩのＪ番目出力ポートは、（Ｉ＋Ｊ－１）番
目光結合器１３（Ｉ＋Ｊ－１）の入力ポートのうち何れか一つに連結される。
【００３１】
　次に、本発明の波長選択スイッチ１００の動作原理に対して記述する。先ず、第１波長
分割多重化器１１０の一番目チャンネル波長の光信号出力は、一番目１ｘＮ光スイッチ１
２１と一番目からＮ番目までの光結合器１３１～１３Ｎうち何れか一つを通って、第２波
長分割多重化器１４０の一番目からＮ番目までの入力ポートのうち何れか一つに伝送され
る。もし、一番目入力ポートに伝送される場合には、第２波長分割多重化器１４０の一番
目出力ポートに出力される。もし、一番目１ｘＮ光スイッチ１２１で光路を変更して二番
目光結合器１３２を経て第２波長分割多重化器１４０の二番目入力ポートに入力される場
合には、第２波長分割多重化器１４０の二番目出力ポートに出力される。
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【００３２】
　前述の方法によって、一番目チャンネル波長の光信号は、一番目１ｘＮ光スイッチ１２
１の連結位置によって第２波長分割多重化器１４０の一番目からＮ番目までの任意の出力
ポートに出力することが可能である。同一な方式によって、第１波長分割多重化器１１０
のＩ番目チャンネル波長の光信号出力は、Ｉ番目１ｘＮ光スイッチ１２１の連結位置によ
って第２波長分割多重化器１４０のＩ番目から（Ｉ＋Ｎ－１）番目入力ポートのうち一つ
に入力されて、一番目からＮ番目までの任意の出力ポートに出力することが可能である。
このように、全ての波長チャンネルの光信号は、各々のチャンネル波長に連結された１ｘ
Ｎ光スイッチの連結位置によって、第２波長分割多重化器１４０の一番目からＮ番目まで
の任意の出力ポートに出力することが可能である。このような本発明の波長選択スイッチ
１００の動作原理は、光信号の伝送方向が記述した方向と反対の場合に対しても同一に適
用される。
【００３３】
　図３は、本発明による第２波長分割多重化器１４０に対する実施の形態を示す図である
。図３を参照すると、第２波長分割多重化器１４０は、（Ｍ＋Ｎ－１）個の入力導波路１
４１、第１スラブ導波路１４２、配列導波路１４３、第２スラブ導波路１４４、Ｎ個の出
力導波路１４５を含む。
【００３４】
　本発明による配列導波路波長分割多重化器１４０の場合には、各チャンネル波長が各々
の入力チャンネルに対応するポートに入力されると、全ての波長が指定された出力ポート
に多重化されて出力される。これは、もし各チャンネル波長が指定された入力ポートから
Ｉ番目移動した入力チャンネルに入力されると、出力の場合も、指定された出力ポートか
らＩ番目移動した出力ポートに出力される性質を利用している。
【００３５】
　しかし、本発明で使用できる波長分割多重化器は、図３に例示された配列導波路波長分
割多重化器に限られないということは当業者にとって自明である。本発明の波長分割多重
化器は、反射型回折格子波長分割多重化器など配列導波路波長分割多重化器のように、波
長が変更されると出力ポートが移動する特性を有する多様な種類の波長分割多重化器にも
使用されることができる。
【００３６】
　一方、本発明の第１波長分割多重化器１１０も、図３に示した波長分割多重化器１４０
と同一な構造に具現されることができる。この場合、第１波長分割多重化器１１０は、１
個の入力導波路とＭ個の出力導波路で構成される。
【００３７】
　図４は、本発明による１ｘＮ光スイッチ１２１に対する実施の形態を示す図である。図
４に示す１ｘＮ光スイッチ１２１は、８個のポリマーＴＩＲ（Ｔｏｔａｌ　Ｉｎｔｅｒｎ
ａｌ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ）光スイッチ１２１＿１～１２１＿８を利用した１ｘ９光ス
イッチである。ここで、ＴＩＲ光スイッチ１２１＿１～１２１＿８各々は、ヒータのオン
／オフによってスイッチング動作を行う。図４に示すように、ヒータがオフ状態であると
、ポリマーＴＩＲ光スイッチ１２１＿１は入射光を透過させる。一方、ヒータがオン状態
であると、ポリマーＴＩＲ光スイッチ１２１＿１は入射光を反射させる。
【００３８】
　本発明の１ｘ９光スイッチ１２１に入力された光信号は、８個のポリマーＴＩＲ光スイ
ッチ１２１＿１～１２１＿８のうち何れか一つが動作されることによって、９個の光出力
ポートのうち任意の出力ポートに伝送するようになる。
【００３９】
　図４に示す１ｘＮ光スイッチ１２１は、ポリマーＴＩＲ光スイッチを利用して具現され
たが、本発明の１ｘＮ光スイッチが必ずしもこれに限られる必要はないということは当業
者にとって自明である。本発明の１ｘＮ光スイッチは、ＭＺ干渉計型光スイッチを利用し
て構成されるかその他の方法によって光路を変更することができる光スイッチで具現され
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得る。
【００４０】
　図５は、本発明によるＮチャンネル光結合器１３１に対する実施の形態を示す図である
。本発明のＮチャンネル光結合器１３１は、図５に示す構造以外にもスターカプラーなど
多様な構造の光結合器で具現されることができる。
【００４１】
　一方、Ｎチャンネル光結合器１３１は、光信号パワーを１／Ｎに減少させるので損失が
発生する。例えば、５チャンネル光結合器の場合、約７ｄＢ程度の理論的な光損失が発生
する。本発明の波長選択スイッチの場合、損失増加は主に前記光結合器で発生する。従っ
て、このような光損失を低滅するためには必然的に光結合器を除去する必要がある。
【００４２】
　図６は、光結合器を除去した本発明の波長選択スイッチ２００及びそれの分岐損失を除
去する方法を説明する図である。図６を参照すると、波長選択スイッチ２００は、第１波
長分割多重化器２１０、１ｘＮスイッチアレイ２２０及び第２波長分割多重化器２４０を
含む。ここで第１波長分割多重化器２１０は、図２に示す第１波長分割多重化器１１０と
同一な構造を有し、１ｘＮスイッチアレイ２２０は、図２に示すスイッチアレイ１２０と
同一な構造を有する。
【００４３】
　第２波長分割多重化器２４０は、分岐器を除去するために｛Ｎ＊（Ｍ－１）＋（Ｎ－１
）＊（Ｎ－１）＋１｝個の入力チャンネル数を有する。ここで第２波長分割多重化器２４
０の各入力チャンネル間の波長間隔は、元のチャンネル波長間隔の１／Ｎに変更され、第
２波長分割多重化器２４０の出力チャンネル間の波長間隔は、元のチャンネル波長間隔の
１／（Ｎ－１）に変更されるように具現される。前述のように、入力チャンネル数とチャ
ンネル間の波長間隔が変更された第２波長分割多重化器２４０の入力チャンネルは、光結
合器を使用することなく１ｘＮ光スイッチの出力ポートに直接連結される。この時、１ｘ
Ｎ光スイッチの出力ポートの連結方法では、Ｉ番目スイッチのＪ番目出力ポートは、変更
された第２波長分割多重化器２４０の｛Ｎ＊（Ｉ－１）＋（Ｎ－１）＊（Ｊ－１）＋１}
番目入力チャンネルに連結される。
【００４４】
　このような方法は、分岐損失が発生するスターカプラーの多重化機能を第２波長分割多
重化器２４０の波長分割多重化機能に統合する方法である。しかし、このような方法を使
用すると、光結合器の分岐損失を除去することはできるが、第２波長分割多重化器２４０
の入力ポートの数が大きく増加する短所がある。
【００４５】
　図７は、本発明による複数の波長選択スイッチ３０１，３０２が結合して入出力ポート
の数を増加させる方法を説明する図である。
【００４６】
　従来の波長選択スイッチの入出力ポートの数を増加させる方法の場合、第１波長選択ス
イッチ３０１のＮ個の出力のうち一つを第２波長選択スイッチ３０２の入力ポートと連結
する多段連結（ｃａｓｃａｄｅ）方法が使用される。この場合、出力ポートの総数は、第
１波長選択スイッチ３０１の第２波長選択スイッチ３０２と連結されない出力ポート（Ｎ
－１）個及び第２波長選択スイッチ３０２の出力ポートＮ個を足して、（２Ｎ－１）個に
なる。しかし、この場合、多段連結された出力ポートの挿入損失は波長選択スイッチの損
失全体が合算されて発生するようになる。
【００４７】
　一方、本発明の好ましい実施の形態による波長選択スイッチを図７に示す方法を利用し
て連結する場合、多段連結による損失増加は１ｘ２単位光スイッチの損失程度に過ぎない
ので、低損失で複数の波長選択スイッチ３０１、３０２を連結して出力ポートの数を増加
することができる。
【００４８】
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　図７に示すように、複数の本発明の波長選択スイッチ３０１、３０２をお互いに連結す
るために、１ｘＮ光スイッチの前段に他の波長選択スイッチと連結するための入力ポート
及び出力ポートが各々一つずつ別途に具備される。
【００４９】
　図８は、複数の波長選択スイッチをお互いに連結できるように、１ｘＮ光スイッチの代
わりに入出力ポートを各々一つずつ加えた２ｘ（Ｎ＋１）光スイッチ３２１に変更する方
法を説明する図である。
【００５０】
　図８に示すように、変更された２ｘ（Ｎ＋１）光スイッチ３２１で増加した出力ポート
は、他の波長選択スイッチの増加した入力ポートとチャンネル別にお互いに対応するよう
に連結される。変更された２ｘ（Ｎ＋１）光スイッチ３２１を利用して上述の方法を利用
して本発明の波長選択スイッチをお互いに連結する場合、第１波長選択スイッチ３０１の
第１波長分割多重化器３１０に入力された光信号は、第１波長選択スイッチ３０１の任意
の出力ポートに出力されるだけでなく、第１波長選択スイッチ３０１の追加された光出力
ポートを通って第２波長選択スイッチ３０２の追加された光スイッチ入力ポートに入力さ
れ、第２波長選択スイッチ３０２の任意の出力ポートに出力されることができる。
【００５１】
　この時、第１波長選択スイッチ３０１から出力される光信号と第２波長選択スイッチ３
０２から出力される光信号の光路をお互いに比べると、１ｘ２単位光スイッチによって光
路が変更されること以外には同一な光素子を通過することが分かる。従って、上述の方法
によって複数の波長選択スイッチをお互いに連結しても別途の損失増加が発生しないこと
が分かる。
【００５２】
　前述のように、従来技術の波長選択スイッチでは複数の波長分割多重化器が使用された
。一方、本発明の波長選択スイッチでは第１及び第２波長分割多重化器二つだけが使用さ
れる。これによって、より簡単に波長選択スイッチを構成することができる。
【００５３】
　前述のように、本発明の波長選択スイッチの製造方法は、光波路素子製造工程をそのま
ま使用する。例えば、ポリマー光導波路素子製造方法（非特許文献１参照）、シリカ光導
波路素子製造方法（非特許文献２参照）、半導体光素子製造方法（非特許文献３参照）、
ＳｉＯＮ光導波路素子製造方法、シリコン光素子製造方法など多様な平面導波路光素子製
造方法が使用されることができる。
【００５４】
　本発明の波長選択スイッチの構成に必要な各々の光素子は、別途に製作されて光ファイ
バーなどを利用して連結する方式によって構成することができ、全素子を一つの基板に構
成する単一光集積回路素子として構成することもできる。
【００５５】
　また、本発明の波長選択スイッチにおいて、各々の素子に対してお互いに異なる平面導
波路製造工程を適用して各々製造した後、光ファイバーなどを利用してお互いに連結する
方法を使用して全体波長選択スイッチを構成することができる。
【００５６】
　一方、本発明の詳細な説明では具体的な実施の形態に対して説明したが、本発明の範囲
から離脱しない限度内で多様に変形することができる。従って、本発明の範囲は上述した
実施の形態に限定されてはならなく、後述する特許請求範囲だけでなくこの発明の特許請
求範囲と均等なものなどによって決まるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】従来の技術による平面導波路技術を利用した波長選択スイッチを示す図である。
【図２】本発明の実施の形態による波長選択スイッチに対する実施の形態を示す図である
。
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【図３】本発明の実施の形態による波長分割多重化器に対する実施の形態を示す図である
。
【図４】本発明の実施の形態による１ｘＮ 光スイッチに対する実施の形態を示す図であ
る。
【図５】本発明の実施の形態によるＮチャンネル光結合器に対する実施の形態を示す図で
ある。
【図６】本発明の実施の形態による光結合器を除去した本発明の波長選択スイッチ及びそ
れの分岐損失を除去する方法を説明する図である。
【図７】本発明の実施の形態による複数の波長選択スイッチが結合して入出力ポートの個
数を増加させる方法を説明する図である。
【図８】複数の波長選択スイッチをお互いに連結するように１ｘＮ光スイッチの代わりに
入出力ポートを各々一つずつ加えた２ｘ（Ｎ＋１）光スイッチに変更する方法を説明する
図である。
【符号の説明】
【００５８】
　１００、２００、３０１、３０２　波長選択スイッチ
　１１０、１４０、２１０、２４０、３４０、３４２　波長分割多重化器
　１１１　入力ポート
　１２０、２２０、３２０、３２２スイッチアレイ
　１２１～１２Ｎ、３２１　光スイッチ
　１２１＿１～１２１＿８　ポリマーＴＩＲ光スイッチ
　１３１～１３Ｋ　光結合器
　１４０、２４０第２波長分割多重化器
　１４１　出力ポート
　１４２、１４４　スラブ導波路
　１４３　配列導波路
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